
廃棄物処理手数料の改定について 

 

 

１．改定方針について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 平成２６年４月１日の消費税改定にあわせて、「消費税を含んだ額」となっている 

廃棄物処理手数料について消費税相当分を見直し、改定する必要がある。 

  

 

② 内税表記である廃棄物処理手数料の消費税分の端数処理は、これまでどおり、従量制で

料金を徴収する環境エネルギーセンター搬入処分手数料及び埋立場搬入処分手数料

（500kg を超える場合）については、「円未満切捨」とし、定額制で料金を徴収する埋立

場搬入処分手数料（500kg 以下の場合）及びごみ処理券の販売で徴収する収集処分手数料

については、「百円未満切捨」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税改定（５％→８％）相当分として 

平成 26 年４月１日から廃棄物処理手数料を改定する 

平 成 2 6 年 ２ 月 2 6 日  

廃棄物総合対策審議会資料① 



 

２．改定案 

区  分 現行料金  改 定 案 

処 

分 

手 

数 

料 

環境 

エネルギー

センター 

（焼却） 

許

可 
20kg までごとに 168 円 

 
172 円 

自

己

搬

入 

20ｋｇまで 

20kg を超え 

10kg ごとに 

168 円 

 84 円 

 

172 円 

86 円 

埋立場 

搬入処分 

手数料 

事
業
系 

2t 超 

100kg ごとに 
945 円  972 円 

500kg～2t 

100kg ごとに 
840 円  864 円 

家
庭
系 

500kg 

以下 

料金 1,400 円 
 

改定なし 

（積算） 
1,350×1.05 

（1,417.5） 
 

1,350×1.08 

（1,458） 

収 
集 

処 

分 

手 

数 

料 

粗大ごみ 

収集処分 

手数料 

大型 1,000 円 
 

改定なし 

中型 500 円 
 

改定なし 

多量ごみ 

収集処分 

手数料 

１台あたり 

料金 9,400 円  9,700 円 

（積算） 
9,000×1.05 

（9,450） 
 

9,000×1.08 

（9,720） 

犬猫等死体

収集処分 

手数料 

１体あたり 

料金 2,300 円  2,400 円 

（積算） 
2,250×1.05 

（2,362.5） 
 

2,250×1.08 

（2,430） 

 

 

 

 

（160×1.05） 

（160×1.05） 

（80×1.05） 

（160×1.08） 

（160×1.08） 

（80×1.08） 

（900×1.05） 

（800×1.05） 

（900×1.08） 

（800×1.08） 

円
未
満
切
捨 

（1,000/105×108） 

（500/105×108） 百
円
未
満
切
捨 


